
［今月の市民相談］
本庁　男女参画まちづくり課　 53－1112

相談の種類

行政困りごと相談

市民くらしの相談

法 律 相 談 ※注1

登 記 相 談 ※注2

消費生活相談

行政・市民くらし
の相談

女性なんでも相談

53－8419

結婚相談

児童・ひとり親・
女性相談

主な内容

国・県・市などの行政機関
に対する意見や要望など
日常生活の困りごと、
人権相談
借家・借地・金銭貸借・相
続・離婚などの法律問題
相続・登記・財産管
理などの困りごと
悪質商法などの消費
トラブル

行政相談、日常生活の
困りごと、人権相談

女性の悩み・DVなど
電話相談有り　 52－7830

結婚に関する相談

養育・家庭生活・
DVなど

場　所

本庁
市民相談室

さつき苑、
中島支所、
おにゆりの里
パトリア5階
フォーラム七尾

ミナ．クル２階
第１相談室

ミナ．クル
２階　第１
相談室、各
支所民生課

相談日

毎月第1～第４月曜日

毎月第1～第４水曜日

１月19日、２月２日（金）

1月26日（金）

毎週月～金曜日

1月19日（金）

毎月第１～第4
火・金・土曜日

1月9日・23日（火）

毎週月～金曜日

時　間

10:00～12:00、
13:00～15:00
10:00～12:00、
13:00～15:00

13:00～15:00

13:00～15:00

9:00～17:00

13:00～15:00

13:00～17:00

13:00～15:00

9:00～17:00

トクしたつもりが、実は
カモ!?～ＳＦ商法～
「ＳＦ商法」は「催眠商法」

とも言われています。「キャンペ
ーンをやっている」などと言っ
て人を集め、空店舗などの閉め
きった会場で日用品などを無料
（格安）で配り、得した気分にさ
せます。
会場の高揚した雰囲気の中で、

冷静さを失った頃に高額な商品
を売りつける商法です。最初は
親切でも、ひどい業者の場合は
会場に監禁し、契約を迫る場合
もあります。臨時の会場で販売
するため、業者が所在不明とな
り、返品などができなくなるこ
ともあります。
日中家にいる機会の多いお年

寄りや主婦が狙われやすく、県
内での被害報告もありますので
注意しましょう。

※石川県消費生活支援センター　
076-267-6110

今月の

ひとくちメモ

平成18年度から、交通事故相談は開催いたしません。相談は、毎週月～金曜日奥能登行政センター

（能登空港内　 0768－26－2352）で電話相談等を行っています。※面談相談は、電話確認が必要




